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茂原市農業委員会第１０回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和元年１０月 ９日（水） 午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  茂原市役所１０２会議室 

 

３ 出席農業委員  １４名 

     １番 中 村 正 明          ２番 小 髙 一 夫 

     ３番 湯 淺 公 夫          ４番 蕨  直 邦 

     ５番 光 橋 正 人          ６番 杉 浦 文 子 

     ７番 八 角 徳 政          ８番 高 山 多 聞（第一副小委員長） 

     ９番 秋 葉 仁 喜（第二副小委員長）１０番 鈴 木 幸 雄（第一小委員長） 

１１番 鬼 島 一 郎（第二小委員長） １２番 加藤古志郎（会 長） 

    １３番 石 井 利 明（職務代理）   １４番 浦 島 京 子 

    推進委員   ３名 

        早 川 昇 一  富 田 和 男  風 戸 茂 樹 

 

５ 事務局職員  ５名 

事務局長 高 山 浩 二      局長補佐 平 野 孝 幸 

     係  長 東 條 成 男         係  長 鵜 澤 史 樹 

    主  事 酒 井 嵩 文 

 

６ 会議に付した議案 

 ・農地法第３条の規定による許可申請について              ４件 

  ・農地法第５条の規定による許可申請について             １０件 

  ・農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請について        ２件 

・第９回総会保留議案 農地法第３条の規定による許可申請について    １件 

 

７ 報告 

   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

   地目変更登記申請に係る照会について 

   農業者年金加入推進活動計画について 

   その他 
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ただ今から農業委員会総会を開催いたします。本日は第１０回総会にご参集いただ

きましてありがとうございます。本総会は農業委員会法第２７条第３項の規定により

委員の過半数の出席を頂いておりますので成立することをご報告いたします。本日の

議事案件についてでありますが３条申請４件、５条申請１０件、許可後の計画変更申

請が２件、前回の保留議案が１件の合計１７件となります。そのほか報告事項がござ

います。 

現地調査につきましては、３日に第１小委員会で行っております。それでは議事に

入らせていただきます。茂原市農業委員会総会会議規則によりまして、会長が議事の

進行をするということになっておりますので、加藤会長よろしくお願いします。 

 

 ただ今から総会を始めたいと思います。さて、議事に入る前に本日の議事録署名人

ついてこちらで指名させていただいてよろしいでしょうか。（異議なしの声）本日の議

事録署名人は４番蕨委員と５番光橋委員にお願いしたいと思います。議案の説明及び

書記は事務局にお願いします。はじめに農地法第３条の規定による許可申請について

であります。事務局の説明をお願いいたします。 

 

農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明します。 

それでは１号議案です。申請地は南吉田字蒲谷地先外７筆、田１４２９１㎡、畑３

９１３㎡を売買しようとする申請です。買受人は千町の★★さん、売渡人は白子町の

★★さん外３人です。申請理由は、申請地を現在耕作及び管理しているため、とのこ

とです。買い受ける農地にて稲、小松菜類を栽培する計画です。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在買受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機を所有しております。

労働力、技術については、世帯員４名で従事しております。農作業常時従事要件につ

いては、世帯員合計で５４０日となっております。下限面積要件については、５０ア

ールを超えております。周辺地域との関係については、水利調整や農薬散布について

地域と協力し支障のないようにするとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

続きまして２、３号議案一体計画です。申請地は下太田字西白幡地先外４筆、田２

２３６㎡を借地権の設定しようとする申請です。賃借人は吉井下の★★さん、賃貸人

は２号議案が千葉市の★★さん、３号議案が萩原町の★★さんです。申請理由は、良

好な農地であるため、とのことです。借り受ける農地にてあぶら菜を栽培する計画で

す。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在賃借人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクターを所有しており田植機、コンバイン、乾燥機は★★

より借用するとのことです。 

労働力、技術については、世帯員２名で従事しております。農作業常時従事要件に

ついては、世帯員合計で２８０日となっております。下限面積要件については、５０

アールを超えております。周辺地域との関係については、周辺の耕作への支障は見込

まれないとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

続きまして４号議案です。申請地は鷲巣字南町地先、畑４７１㎡を売買しようとす

る申請です。買受人は鷲巣の★★さん、売渡人は鷲巣の★★です。申請理由は、自宅

に近く耕作しやすいため、とのことです。買い受ける農地にてじゃがいも、なすを栽
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培する計画です。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在買受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、必要に応じてＪＡの紹介で借りております。労働力、技術につ

いては、世帯員２名で従事しております。農作業常時従事要件については、世帯員合

計で３５０日となっております。下限面積要件については、５０アールを超えており

ます。周辺地域との関係については、集落営農や経営体への集積等の取組への支障が

無いようにし、農薬の使用方法について近隣の耕作または養畜に注意を払うとのこと

です。その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

以上でございます。 

 

 説明が終わりました。小委員会の報告をお願いいたします。 

 

 審議の結果、１号から４号議案については許可という判断に至っております。 

 

 

それでは順次審議します。まず１号議案についてです。現地調査しています。★★ 

委員いかがでしょうか。 

  

 許可でよろしいと思います。 

  

 １号議案ですが小委員会の報告どおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議

なしの声）それでは１号議案については、許可ということで決定いたします。 

 次は２号・３号議案一体計画であります。現調しております★★委員いかがですか。 

 

 許可でよろしいと思います。 

 

 職務代理いかがですか。 

 

 今年の３月に農地造成で出てきた案件でありますが、農地造成が終わりまして３条

申請が上がってきたということで、借受人の★★さんは★★土地改良区の役員であり

また★★の役員でもあります。しっかりと耕作していただけると思いますので許可で

よろしいと思います。 

 

 他にご意見ございますか。 

 

 耕作については全く問題は無いのですが、以前円弧すべりのことを話しさせていた

だいたのですが、今回擁壁になっているので耕作について問題は無いと思うのですが、

借人に影響があってはならないのでその辺はどうなっているのですか。 

 

 開発事業者に確認をとったところ、開発区域側からの土砂流出については十分対策

をとっているということであります。間知ブロックによる石積擁壁を設置するという

ことと、農地側に土が押されないようにするために柱状改良による地盤改良を行って

いるという報告がありました。 

 

他にございますか。なければ２号・３号議案ですが小委員会の報告どおり許可とい

うことでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは２号・３号議案については、

許可ということで決定いたします。 

 次は４号議案です。現調しております。★★委員いかがですか。 
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 問題になるようなところではないので、許可でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 許可でよろしいと思います。 

 

それでは４号議案ですが小委員会の報告どおり許可ということでよろしいでしょう

か。（異議なしの声）４号議案については、許可ということで決定いたします。 

 次は農地法第５条の規定による許可申請についてであります。事務局の説明をお願

いします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請についてご説明します。 

 ５号及び６号議案です。一体計画ですので、一括してご説明します。申請地は、箕

輪字川フチ地先外１筆、田１６０９㎡と一体利用する農地以外の土地３７１．２１㎡、

合計１９８０．２１㎡です。茂原の★★さんが箕輪の★★さん外１人から土地を買い

受けて、倉庫及び駐車場用地とする申請です。申請理由は、遺品整理やリサイクル業

を営んでおり、隣接する社有地の既存家屋を事務所とすることに合わせて事業用地と

するためで、土地選定理由は、県道に接しており利便性が高いため、とのことです。 

 事業計画としては、建築面積１６５㎡の倉庫１棟の建築及び５台分の駐車場です。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産性の低い農地であり、第２種農地と考えられます。第２種農地

として判断される場合は、許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

として市環境保全課に特定事業許可申請書が提出されております。周辺農地の営農条

件への支障について、造成は、山砂で１ｍの盛土を行います。排水は、雨水のみで自

然浸透及び既設排水管より一宮川へ放流します。確認が必要な隣接農地所有者は１名

おり、確認を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして７号議案です。申請地は、茂原西地先、畑１６４㎡です。茂原西の★★

さんが茂原の★★さんから土地を買い受けて、住宅用地を拡張する申請です。申請理

由は、隣接の既存住宅に居住しており既存駐車場の一部を駐輪場としたいこと及び家

庭事情で親族の来訪も多く駐車場の増設が必要なため、土地選定理由は、地続きの土

地であるため、とのことです。事業計画としては、３台分の駐車場及び庭地とします。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は用途地域内ですので第３種

農地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

はありません。造成工事は行いません。排水は、雨水のみで自然浸透です。確認が必

要な隣接農地所有者はおりません。なお、今回の申請農地について農地法の許可を得

ず既に駐車場として利用していたことについて指導し、始末書を提出させております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして８号議案です。申請地は、大芝三丁目地先外１筆、畑３４８㎡です。大

芝三丁目の★★さんが大芝の★★さんから土地を買い受けて、専用住宅用地とする申

請です。申請理由は、現在アパート住まいで手狭のため、土地選定理由は、利便性も

よく住環境も良好なため、とのことです。事業計画としては、建築面積６３．７６㎡
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の住宅１棟及びカーポート１棟を建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は用途地域内ですので第３種

農地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

はありません。造成工事は行いません。排水は、南側公共下水道へ接続します。確認

が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして９号議案です。申請地は、大芝三丁目地先外１筆、畑２４８㎡です。大

芝の★★さんが大芝の★★さんから土地を買い受けて、専用住宅用地とする申請です。 

申請理由は、現在アパートにて生活しているおり手狭なため、土地選定理由は、区

画整理事業により整備され、立地・環境面を考えても最適な土地であるため、とのこ

とです。事業計画としては、建築面積５７．９６㎡の住宅１棟を建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は用途地域内ですので第３種

農地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

はありません。造成工事は行いません。排水は、西側公共下水道へ接続します。確認

が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして１０号議案です。申請地は、早野字霜田地先外１０筆、田１６５９．８

８㎡と一体利用する農地以外の土地３．９７㎡、合計１６６３．８５㎡です。早野の

★★さんが早野の★★さんから土地を賃借権の設定により借り受けて、長屋住宅用地

とする申請です。申請理由は、長屋住宅により安定収入を図るため、土地選定理由は、

住宅として立地・規模等最適の土地と考えたため、とのことです。事業計画としては、

建築面積２８９．３５㎡と１８３．４５㎡の長屋住宅を各１棟建設します。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は土地改良事業施行区域内に

ある農地及び農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地があるこ

とから、第１種農地と第２種農地の混在する農地と考えられます。第１種農地と判断

される農地については、原則許可できない農地ですが、農地法第３３条第４号の「住

宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必

要な施設で集落に接続して設置されるもの」に該当し、例外的に許可できると判断さ

れます。第２種農地と判断される農地については、許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

として市土木管理課に道路工事施工承認申請が、市都市計画課に宅地開発事業事前協

議申出書が提出されております。周辺農地の営農条件への支障について、造成工事は

行いません。排水は、合併浄化槽による処理後、道路側溝へ放流します。土地改良区

については解散しており、★★耕作組合より同意書が提出されております。確認が必

要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして１１号議案です。申請地は、小林字野中地先、田１９８㎡です。早野の

★★さんが六ツ野の★★さん外２人から土地を買い受けて、貸駐車場用地とする申請

です。申請理由及び土地選定理由は、周辺では商業施設が多くあり、商業用、従業員

用駐車場として需要が見込めるため、とのことです。事業計画としては、９台分の月

極駐車場とします。 
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次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は用途地域内ですので第３種

農地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

はありません。造成工事は行いません。排水は、雨水のみで自然浸透です。確認が必

要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして１２号議案及び農地法第５条の許可後の計画変更承認申請の１６号議案

です。一体計画ですので併せてご説明します。申請地は、長尾字川代界地先外６筆、

田１０９㎡、畑６１９㎡、一体利用する農地以外の土地２５０８.７９㎡、合計３２３

６．７９㎡、仮換地地番ゆたか土地区画整理事業３１街区地先外２筆、面積４８㎡、

一体利用する農地以外の土地１４７㎡、合計１９５㎡です。腰当の★★さんが大網白

里市の★★さんから土地を買い受けて、貸家用地とする申請です。申請地は、令和元

年５月２３日付けで宅地分譲用地として農地法第５条の許可を受け既に造成済です

が、換地処分前で地目変更登記ができず、登記簿地目が農地のままであるため、再度

農地法の許可を要するものです。申請理由は、買受人の★★の★★さんに居住しても

らうため、土地選定理由は、住環境として整っており、また買受人住居の隣接地であ

るため、とのことです。事業計画としては、建築面積９６．８９㎡の住宅１棟を建築

します。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地は用途地域内ですので第３種

農地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

はありません。造成工事は行いません。排水は、北側公共下水道へ接続しております。

確認が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして１３号議案です。申請地は国府関字三升目下地先外１筆、田１４９７㎡

の内８６９㎡、畑３５３㎡、合計１２２２㎡です。東京都の★★さんが国府関の★★

さんから使用貸借権の設定により土地を借り受けて無線通信基地局の建設に伴う工事

用地として一時転用する申請です。申請理由は、同一地番内への移動無線通信基地局

建設に伴い、資材及び工事用車両の置場確保が必要であるため、土地選定理由は、作

業の効率化の観点から位置、広さ共に適しているため、とのことです。事業計画とし

ては、工事期間中、仮設養生鉄板を敷いて、掘削車両、ダンプ、杭打機等を搬入、配

置する計画です。 

次に転用許可基準です。立地基準については、申請地はおおむね１０ヘクタール以

上の規模の一団の農地の区域内にある農地であることから、第１種農地と考えられま

す。第１種農地と判断される農地については、原則許可できない農地ですが、農地法

施行令第４条第１項第１号及び第１１条第１項第１号の「仮設工作物の設置その他の

一時的な利用に供するために行うもの」等にあてはまり、例外的に許可できると判断

されます。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、造成は整地のみで埋立ては行

いません。排水は、雨水のみで自然浸透です。確認が必要な隣接農地所有者は２名お

り、確認を得ております。 

一時転用期間については、令和元年１１月１日から令和２年１月３０日までとなっ

ており、農地復元誓約書が提出されております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ
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れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして１４号議案です。申請地は、真名字東穴田地先、畑１６８９㎡です。福

岡県の★★さんが真名の★★さん外１人から土地を買い受けて、太陽光発電施設用地

とする申請です。申請理由及び土地選定理由は、発電事業を実施するにあたり、平坦

で広い規模があり、十分な日照りも得られるため、とのことです。事業計画としては、

太陽光パネルを３６０枚設置します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産力の低い農地であることから、第２種農地と考えられます。第２

種農地として判断される場合は、許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な処分

として、再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けております。地域説明につい

て、★★自治会長へ説明したところ、自治会への説明をしていただきご理解いただい

たとのことです。周辺農地の営農条件への支障について、造成は整地のみで埋立ては

行いません。排水は、雨水のみで自然浸透です。確認が必要な隣接農地所有者は３名

おり、確認を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。以上でございます。 

 

説明が終わりました。小委員会の報告をお願いいたします。 

 

 ５号から１４号及び１６号議案については許可相当となりましたので報告いたしま

す。 

 

 それでは順次審議します。５号・６号議案一体計画です。現調しております。 

 ★★委員いかがですか。 

  

 許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 山砂で１ｍ程盛るということでありますが、土砂流出防止を指導し、許可相当でよ

ろしいと思います。 

 

 土砂流出防止対策については、境界より３ｍ離してのり切りをして影響の無いよう

に十分注意するということであります。万が一流出した場合には話し合いの上補償す

るということであります。 

 

 ５号及び６号議案については小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしい

でしょうか。（異議なしの声）それでは５号及び６号議案については、許可相当という

ことに決定いたします。 

 続きまして、７号議案です。★★委員いかがですか。 

 

 区画整理済でありますので許可相当でよろしいと思います。 

 

 それでは７号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしいでし

ょうか。（異議なしの声）それでは７号議案については、許可相当ということで決定い

たします。次に８号及び９号議案です。区画整理済の場所であります。★★委員いか

がですか。 
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 用途地域内でありますし、区画整理事業済でありますので許可相当でよろしいと思

います。 

 

それでは８号及び９号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろ

しいでしょうか。（異議なしの声）それでは８号及び９号議案については、許可相当と

いうことで決定いたします。次に１０号議案です。現調しております。★★委員いか

がですか。 

 

許可相当でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがですか。 

 

これはすでに審議済でありますので許可相当でよろしいと思います。 

 

１０号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしいでしょう

か。（異議なしの声）それでは１０号議案については、許可相当ということで決定いた

します。次に１１号議案です。現調しております。★★委員いかがですか。 

 

許可相当でよろしいと思います。 

 

★★委員いかがですか。 

 

許可相当でよろしいと思います。 

 

それでは１１号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしいで

しょうか。（異議なしの声）それでは１１号議案については、許可相当ということで決

定いたします。次に１２号及び１６号議案です。★★委員いかがですか。 

 

区画整理事業内でありますので許可相当でよろしいと思います。 

 

それでは１２号及び１６号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということで

よろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは１２号及び１６号議案については、許

可相当ということで決定いたします。次に１３号議案です。現調しております。★★

委員いかがですか。 

 

一時転用ということでありますし、問題は無いと思われますので許可相当でよろし

いと思います。 

 

★★委員いかがですか。 

 

許可相当でよろしいと思います。 

 

それでは１３号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしいで

しょうか。（異議なしの声）それでは１３号議案については、許可相当ということで決

定いたします。次に１４号議案です。現調しております。★★委員いかがですか。 

 

許可相当でよろしいと思います。 
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会長 
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★★委員いかがですか。 

 

許可相当でよろしいかと思います。 

 

それでは１４号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしいで

しょうか。（異議なしの声）それでは１４号議案については、許可相当ということで決

定いたします。次は農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請についてであり

ます。事務局の説明をお願いします。 

 

農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請についてご説明します。 

１５号議案です。申請地は柴名字柳谷地先外７８筆、田４８０４５㎡、畑４４４３

５㎡と一体利用する農地以外の土地が７７２５９．９２㎡、合計１６９７３９．９２

㎡です。本申請は、東京都の★★さんが建売分譲及び野球練習グラウンド用地とする

申請です。 

当初許可は平成１０年８月１９日付け農林水産省指令１０関政第７６３号により許

可を受けたのち、平成２２年７月２６日付け２２関計第９２号（振）により計画変更

承認、さらに平成３０年８月１０日付け千葉県指令第６７７号により計画変更承認を

受けております。 

今回の申請は、施工上や搬入土量削減などの理由により計画の一部を変更する申請

です。図面に基づいてご説明します。具体的な変更事項については、調整池及び隣接

道路の位置、形状の変更、建売分譲戸数２４３戸から２５６戸への変更、工区の変更、

道路位置の変更、道路高及び地盤高の変更、緑地面積の減少、です。 

今回の変更による新たな農地の取得はありません。周辺農地の営農条件への支障に

ついて、排水計画には変更がありません。雨水は道路側溝、管渠を経て調整池に集水

後、阿久川・赤目川流域へ接続する計画、汚水は各宅地内で合併浄化槽による処理後、

管渠を経て阿久川調整池から放流路に接続する計画です。 

他法令に基づく申請として、市都市計画課へ開発行為変更許可申請が、北部林業事

務所へ林地開発変更許可申請が、それぞれ提出されております。 

承認手続にあたり要件をすべて満たしているかどうかについて、添付すべき必要書

類で審査しております。以上でございます。 

 

説明が終わりました。小委員会の報告をお願いいたします。 

 

 １５号議案については許可相当となりましたので報告いたします。 

 

 

 審議に移ります。現調しております。★★委員いかがですか。 

 

 許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

 きちんとした計画でありますので許可相当でよろしいかと思います。 

 

それでは１５号議案ですが小委員会の報告どおり許可相当ということでよろしいで

しょうか。（異議なしの声）それでは１５号議案については、許可相当ということで決

定いたします。次に議案第１７号第９回総会保留議案についてであります。その後の

経過説明をお願いいたします。 
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令和元年９月１０日開催 第９回総会保留議案 農地法第３条の規定による許可申

請についてご説明いたします。 

申請地は六ツ野字大塚地先、田２５００㎡を売買しようとする申請です。買受人は

睦沢町の★★さん、売渡人は習志野市の★★さんです。申請理由は、自宅から耕作可

能な距離で、まとまった面積もあり耕作に適しているため、とのことです。買い受け

る農地にて稲作を行う計画です。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在買受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。ほかに

睦沢町に自作地があり、睦沢町農業委員会より農業経営の実態証明が提出されており

ます。睦沢町農業委員会に確認しましたところ、現在買受人が耕作に供すべき農地の

うち、利用状況調査による遊休農地判定の農地はないとの報告がございました。主な

機械の保有については、田植機、耕運機、コンバインを所有しており、またトラクタ

ーは現在親族から借りていますが今後自己資金にて導入予定とのことです。労働力、

技術については、世帯員３名で従事しております。農作業常時従事要件については、

世帯員合計で３７０日となっております。下限面積要件については、５０アールを超

えております。周辺地域との関係については、現在未耕作地のため耕作開始により雑

草等の影響を防ぐほか周辺農地の農業上の利用に影響を及ぼさないよう耕作するとの

ことです。 

なお、前回総会時、申請地が草刈りされていなかった件につきまして事務局にて現

地調査を行い草刈りされていることを確認しております。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

説明が終わりました。★★委員いかがですか。 

 

草刈りは済んでおります。 

 

それでは１７号議案ですが許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）

それでは１７号議案については、許可ということで決定いたします。 

 以上で議案関係は終わりました。次に報告に入ります。 

 

次の事案を報告 

 

・農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 ・地目変更登記申請に係る照会について 

 ・農業者年金加入推進活動計画について 

 

 

 

 

 以上で本日の総会を終了します。御苦労さまでした。 

  
 

 

 

 

 

 


